
令和８年度（２０２６年度）北海道風しん抗体検査事業実施要領 

 

（目的） 

第１ 令和８年度（２０２６年度）北海道風しん抗体検査事業補助金（以下「補助金」という。）の交付

にかかる令和８年度（２０２６年度）北海道風しん抗体検査事業（以下「事業」という。）の実施に

ついては、妊娠を希望する出産経験のない女性等の風しん抗体検査を推進することにより、先天性風

しん症候群の発生の予防を図ることを目的とし、令和８年度（２０２６年度）北海道風しん抗体検査

事業補助金交付要綱（保健福祉部長通知。以下「要綱」という。）に定めるところによるほか、この

要領によるものとする。 

 

（実施主体） 

第２ 実施主体は北海道とする。 

 

（医療機関の協力業務） 

第３ 

 １ 書類の設置 

   この事業に協力できる医療機関は、北海道風しん抗体検査事業チェックシート（様式１）（以下「チ

ェックシート」という。）及び、要綱５で定める北海道風しん抗体検査事業補助金交付申請書（以下

「申請書」という。）を置く。 

２ 希望者について 

     医療機関は、この検査を希望する者に対して、チェックシートに必要事項を記載させ、医療機関に

提出させる。 

 ３ 対象者の判断について 

   医療機関は、北海道（札幌市、小樽市、函館市及び旭川市を除く。）に住所を有する次に掲げる者

を対象者とする。ただし、過去に風しん抗体検査を受けたことがある者、過去に２回の風しんの予防

接種歴がある者及び検査で確定診断を受けた風しんの既往歴がある者を除くものとする。 

 （１）妊娠を希望する出産経験のない女性 

  （２）（１）の者で、かつ、風しん抗体ができない者の配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含む。以下、同じ。） 

 （３）（１）の者で、かつ、風しん抗体ができない者の同居者（生活空間を同一にする頻度が高い者。

以下、同じ。） 

 （４）風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者 

 （５）風しんの抗体価が低い妊婦の同居者 

 ４ 検査の実施について 

   医療機関の実施する検査方法は、ＥＩＡ法またはＨＩ法とし、どちらかの検査方法により一人一

回のみ検査を実施する。 

 



５ 検査費用について 

医療機関は、この検査に要した費用を徴収する。なお、北海道による対象者への補助金の上限額

は、初診料を計上の場合はＥＩＡ法が６，７５０円、ＨＩ法が５，５４０円、再診料を計上の場合は

ＥＩＡ法が４，６００円、ＨＩ法が３，３９０円、であることから、これを超える費用は対象者の自

己負担となる。 

６ 申請書類の配布 

     医療機関は、対象者に対し、この検査を実施したこと及び検査方法が確認できる領収書を発行し、

申請書を配布する。なお、医療機関は、申請書の医療機関証明欄に必要事項を記載することによっ

て、領収書の発行に代えることができる。 

 

（受検者の手続） 

第４  

  １ 交付申請について 

      補助金の申請者は、住所地を所管する道立保健所若しくは支所に、必要事項を記載した申請書及び

添付書類を提出する。申請者は受検者となるが、受検者が未成年者である場合と亡くなられた場合に

限り、受検者以外の方（同居をしていて養育をしている人、相続人等）が申請することができる。そ

の場合には、受検者との関係を証明する書類（住民票、健康保険証、除籍謄本等）を提出する。 

  ２ 添付書類について 

   申請者は、次の書類を添えて申請する。 

（１）風しん抗体検査に係る領収書または領収証明書等のこれに代わる書類 

なお、検査方法が確認できない場合に限り、診療明細書等の検査方法が判明する書類の写しも

必要とする。 

（２）受検者の住所地及び同居の状況がわかる書類の写し 

なお、住所地及び同居の状況がわかる書類の写しとは、健康保険証や運転免許証の写し等とす

る。 

（３）申請者名義の受取金融機関の通帳等の写し 

（４）（第 3の３（２）または（３）の補助事業者の場合）妊娠を希望する出産経験のない女性に風

しん抗体ができないことがわかる書類の写し 

（５）（第 3 の 3（４）または（５）の補助事業者の場合）妊婦の風しん抗体価が低いことがわかる

書類の写し 

（６）（第 3の 3（４）または（５）の補助事業者の場合）母子健康手帳の表紙の写し 

 

（申請書等の受理について） 

第５   

 １ 申請書等の受理・確認について 

      総合振興局長又は振興局長は、申請書及び添付書類の内容を確認し、知事に進達する。提出先は、

保健福祉部健康安全局感染症対策課とし、１週間に１回まとめて提出する。 

 



２ 交付の決定について 

    知事は、交付が適当と認めたときは、要綱７の別記様式１により交付の決定を行い申請者に通知す

る。 

    また、審査の結果、交付が不適当と認めたときは、要綱７の別記様式２をもって申請者に通知す

る。 

 

（報告） 

第６ 

１ 報告 

    総合振興局保健環境部保健行政室（地域保健室）健康推進課長又は振興局保健環境部保健行政室

（地域保健室）健康推進課長は、申請時、検査結果について不明だった方については、約１ヶ月後確

認し、風しん抗体検査事業結果報告書（様式２）に必要事項を記載して、翌月３０日までに保健福祉

部健康安全局感染症対策課課長補佐あて報告する。 

 

（事業実施期間） 

第７ 令和８年（２０２６年）３月１１日から令和９年（２０２７年）３月１０日までとする。 

 

附 則 

 この要領は、令和８年（２０２５年）４月１日から施行する。 

 


